
「情報・コミュニケーション法（仮称）」の骨格に関する提言（第三次版（案）） 

第二次版と三次版（案）を比較して （下線部が修正部分） 

第二次版 第三次版（案） 比較コメント 

１．目的 

 この法律は、全ての国民が、情報アクセス及びコミュニケ

ーションの困難の有無によって分け隔てられることがない共

生社会を実現するため、情報アクセス及びコミュニケーショ

ンを保障する施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公

共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の地域生活

と社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定める

こと等により、障害者の地域生活と社会参加の支援等のため

の施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

１．目的  

 この法律は、全ての国民が、情報アクセス及び意思疎通の困難

の有無によって分け隔てられることがない共生社会を実現するた

め、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する施策に関し基

本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも

に、障害者の地域生活と社会参加の支援等のための施策の基本と

なる事項を定めること等により、障害者の地域生活と社会参加の

支援等のための施策を総合的にかつ計画的に推進することを目的

とする。  

 

※全文を通して「コミュニケーション」

は、障害者権利条約の政府公定訳、障

害者総合支援法に基づき、「意思疎通」

と改めた。 

「情報アクセス･･･を保障する」部分の

「情報アクセス」は、「情報アクセシビ

リティ」と改めた。 

２．定義 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）障害者とは、聴覚、視覚、音声機能等の身体障害（盲

ろうを含む）、知的障害、精神障害（発達障害を含む）、

難病その他の心身の機能の障害、あるいはこれらが重複

している障害（以下「障害」と総称する）がある者であ

って、障害及び社会的障壁により、話すこと、聞くこと、

見ること、書くこと、読むこと、認知することに困難が

あり、音声や文字等による情報にアクセスできない、又

は自ら日常使用しているコミュニケーション手段を選択

できないため、日常生活又は社会生活に制限を受ける状

態にあるものをいう。 

（２）コミュニケーションとは、言語、文字の表示、点字、

触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチ

メディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の

補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利

用しやすい情報通信機器を含む）をいう。 

   コミュニケーションを保障するために必要な手段に

は、言語及び言語を起点とする音声、筆談、点字、文字

２．定義  

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。  

（１）「障害者」とは、機能障害を有する者とこれらの者に対する

態度及び環境による障壁との間の相互作用により、話すこと、

聞くこと、見ること、書くこと、読むこと、認知することに

困難があり、音声や文字等による情報にアクセスできない、

又は自ら日常使用している意思疎通の形態、手段及び様式を

選択できないため、日常生活又は社会生活に制限を受ける状

態にある者をいう。 

（２）「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語

をいう。 

（３）「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った

意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆

記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意

思疎通の形態、手段及び様式（利用しやすい情報通信機器を

含む）をいう。 

（４）「情報アクセス」とは、障害者が、自ら選択する言語、意思

疎通により情報を取得、利用することをいう。 

  「情報アクセシビリティ」とは、障害者が、自ら選択する言

 

 

 

※「障害者」の定義では、障害名を入れ

ると、障害者総合支援法（身体障害

者福祉法）に規定される障害者であ

り、身体障害者手帳の交付を受けて

いない者は対象外とする受け止め方

をされる懸念がある。障害者権利条

約には障害名は入っておらず、機能

障害と社会的障壁との相互関係によ

る記載に倣った。 

 

※「意思疎通」の定義は、障害者権利条

約の定義と同じにした。 

 

※「情報アクセス」と「情報アクセシビ

リティ」の定義を入れた。 

 

 



表示、わかりやすい言葉、拡大文字、指文字、また実物

や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達があ

り、また手話、要約筆記、指点字、手書き文字、朗読等

の通訳者や説明者等の人的支援、さらに補聴援助システ

ムその他の情報支援技術を利用した補助代替的手段を含

む。 

（３）言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言

語をいう。 

（４）コミュニケーション支援等従事者とは、手話通訳士・

者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳者、朗

読者、代読者、知的障害者へ解説等を行う支援従事者等を

いう。 

語、意思疎通により情報を取得、利用することの容易さをい

う。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※「コミュニケーション支援等従事者」

の定義は、障害者総合支援法による

事業を想定したものと受け取られる

懸念があり、あえて削除し、「意思疎

通を支援する者」の表記に留めた。 

 

３．基本理念について 

（１）障害者は、障害のない人と平等に地域生活を営むため、

情報アクセス及びコミュニケーションが保障される権利を

有する。 

（２）何人も、障害者に対して、情報アクセス及びコミュニ

ケーションのバリアを理由として差別すること、障害者が

必要とする情報アクセス及びコミュニケーションの権利利

益を侵害する行為をしてはならない。 

（３）障害者に対して、情報アクセス及びコミュニケーショ

ン保障のための費用負担を求めることはない。 

３．基本理念について  

（１）障害者は、障害のない人と平等に地域生活を営むため、情

報アクセシビリティ及び意思疎通が保障される権利を有す

る。  

（２）何人も、障害者に対して、情報アクセス及び意思疎通の困

難を理由として差別してはならない。また障害者が必要とす

る情報アクセス及び意思疎通の権利利益を侵害することとな

らないよう、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

（３）情報アクセス及び意思疎通支援にかかる費用については、

その負担を障害者に求めないこととする。  

 

 

 

 

※合理的な配慮を行う義務を入れた。 

４．国及び地方公共団体の責務 

（１）国及び地方公共団体は、障害者の情報アクセス及びコ

ミュニケーションを保障する環境を整備し、障害のない人

との公平、公正な権利を保障する義務を負う。 

（２）国は、情報アクセス及びコミュニケーションの保障に

係る施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 

  ２ 国は、都道府県・市町村が実施するコミュニケーシ

ョンの保障に係る施策に関し必要な財政上の措置を行

う。 

  ３ 国は、情報アクセス及びコミュニケーションの保障

４．国及び地方公共団体の責務  

（１）国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎

通を保障する環境を整備し、障害のない人との公平、公正な

権利を保障しなければならない。 

（２）国は、情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障に係る施

策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。 

  ２ 国は、地方公共団体が実施する情報アクセシビリティ及び意

思疎通支援に係る施策に関し、必要な財政上の措置を行わな

ければならない。 

  ３ 国は、情報アクセス及び意思疎通の保障に係る実態を把握

 

※全体的に「～しなければならない」と 

いう表記に統一し、義務であることを

はっきりとさせた。 



に係る実態を把握し、その状況を広く国民に公表する。 

（３）都道府県は、都道府県全域における情報アクセス及び

専門性の高いニーズ・障害当事者団体活動に関わるニー

ズ・広域派遣のニーズ等に対応したコミュニケーションの

保障に係る施策を実施する責務を有する。 

  ２ 都道府県は、市町村と連携を図りつつ、情報アクセ

ス及びコミュニケーションを保障する環境の整備を行

う。 

（４）市町村は、市町村における情報アクセス及びコミュニ

ケーションの保障に係る施策を実施する責務を有する。 

し、その状況を広く国民に公表しなければならない。 

（３）都道府県は、都道府県全域における情報アクセシビリティ

及び専門性の高い意思疎通支援に係る施策を実施しなければ

ならない。  

  ２ 都道府県は、市町村と連携を図りつつ、情報アクセシビリテ

ィ及び意思疎通を保障する環境の整備を行わなければならな

い。 

（４）市町村は、市町村における情報アクセシビリティ及び意思

疎通支援に係る施策を実施しなければならない。 

５．国民の理解等 

（１）国民は、情報アクセス及びコミュニケーションに困難

のある障害者がいることを認識し、地域社会において情報

アクセス及びコミュニケーションの保障を推進し、共生社

会の実現に努力するものとする。 

（２）国及び地方公共団体は、障害者の情報アクセス及びコ

ミュニケーションの保障について国民の理解を深めるよう

必要な施策を講じなければならない。 

５．国民の責務  

（１）国民は、情報アクセス及び意思疎通に困難のある障害者が

いることを認識し、地域社会において情報アクセシビリティ

及び意思疎通の保障を推進し、共生社会の実現に寄与するよ

う努めなければならない。  

（２）事業者は、社会のあらゆる分野において、情報アクセシビ

リティ及び意思疎通を保障し、障害のない人と同等の利便を

図らなければならない 

（３）国及び地方公共団体は、情報アクセス及び意思疎通の保障

について国民の理解を深めるとともに、事業者が情報アクセ

シビリティ及び意思疎通を支援する者の雇用を行うに必要な

助成を行うなどの施策を講じなければならない。 

※表題を「国民の理解等」から「国民の 

責務」に変更した。 

 

※「７.（14）その他」の②にあった事業 

者の義務をここに入れた。「国民」の中 

に「事業者」も含まれるとし、事業者 

の責務をはっきりとさせた。 

※事業者が情報アクセシビリティ及び意

思疎通を支援する者の雇用を行うとき

に、その費用負担が過重になるときは、

国及び地方公共団体が助成等を行う事

を義務づけた。 

６．障害者基本計画及び監視 

（１）国及び地方公共団体は、情報アクセス及びコミュニケ

ーションを保障する環境を整備するために、障害者基本計

画において、情報アクセス及びコミュニケーションの保障

をそれぞれ一つの独立した施策として位置づけて策定しな

ければならない。 

（２）国及び地方公共団体は、情報アクセス及びコミュニケ

ーションの保障に係る施策を策定するにあたり、情報アク

セス及びコミュニケーションに困難のある障害当事者を中

心とする委員会を置き、その委員会において意見を求めな

ければならない。 

（３）国及び地方公共団体が設置する上記の委員会は、本法

６．障害者基本計画及び監視  

（１）国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎

通を保障する環境を整備するために、障害者基本計画におい

て、情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障をそれぞれ一

つの独立した施策として位置づけて策定しなければならな

い。  

（２）国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎

通の保障に係る施策を策定するにあたり、情報アクセス及び

意思疎通に困難のある障害当事者を中心とする委員会を置

き、その委員会において意見を求めなければならない  

（３）国及び地方公共団体が設置する上記の委員会は、本法の目

的に基づく施策が実施されるよう監視する。  

 



の目的に基づく施策が実施されるよう監視する。  

７．社会の各分野における情報アクセス及びコミュニケーシ

ョン保障 

７．社会の各分野における情報アクセシビリティ及び意思疎通の

保障に関する施策について  

 

（１）医療、介護等 

  ①国及び地方公共団体は、医療、リハビリテーション、

介護及び保健等に関する情報の提供を適切に行い、障害

者と医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事

する者とのコミュニケーションが保障されるよう、コミ

ュニケーション支援等従事者を配置する等の環境の整

備、かつ医療、リハビリテーション、介護及び保健等に

従事する障害者の情報アクセス及びコミュニケーション

を保障する環境を整備するための施策を講じなければな

らない。 

 ②医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事す

る者が、障害者について十分な知識を身につけることが

できるよう、当該従事者の養成課程において教育及び研

修を実施しなければならない。 

  ③病院や施設の事業者は、「手話通訳等のコミュニケーシ

ョン支援等従事者」を雇用して、「障害者」との情報アク

セス及びコミュニケーション保障ができる環境を整備す

る責務がある。 

 ④病院や施設の事業者は、「医師・看護師、理学療法士、介

護福祉士等として雇用されている「障害者」の「情報ア

クセスとコミュニケーション保障」のために「手話通訳

者等のコミュニケーション支援等従事者」を雇用して環

境を整備する責務がある。 

（１）医療、介護等  

①国及び地方公共団体は、障害者に対し、医療、リハビリテー

ション、介護及び保健等に関する情報アクセシビリティを確

保し、また医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従

事する者と障害者との意思疎通が保障されるよう、意思疎通

を支援する者を配置する等の環境を整備しなければならな

い。 

②国、及び地方公共団体は、医療、リハビリテーション、介護

及び保健等に従事する者が、障害者について熟知できるよう、

当該従事者の養成課程において教育及び研修を実施しなけれ

ばならない。  

③医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事する者を

使用する事業者は、障害者に対して医療、リハビリテーショ

ン、介護及び保健等に関する情報の提供を適切に行い、障害

者と医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事する

者との意思疎通が保障されるよう、意思疎通を支援する者を

雇用する等の環境を整備しなければならない。 

 

 

 

※対象が障害者であることを明記した。 

 

※医療、リハビリテーション、介護及び 

保健等従事する障害者については、全 

体的に、（３）職業及び労働の分野にお 

ける、雇用された障害者のアクセシビ 

リティ・意思疎通を保障する環境の整 

備としてまとめた。 

 

（２）教育及び療育 

 ①国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に

応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育、及び療育が

受けられるようにするため、情報アクセス環境の整備、

適切な教材（点字図書、拡大図書、音声図書、電子図書、

ルビ付き図書、手話映像、字幕映像等）、コミュニケーシ

ョン補助機器の提供（筆談具、磁気ループ等）、コミュニ

ケーション支援等従事者の配置等のコミュニケーション

（２）教育及び療育  

①国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、

かつその特性を踏まえた十分な教育、及び療育が受けられる

ようにするため、情報アクセシビリティの確保、アクセシブ

ルな教材（点字図書、拡大図書、音声図書、電子図書、ルビ

付き図書、手話映像、字幕映像等）、意思疎通補助機器の提供

（筆談具、磁気ループ等）、意思疎通を支援する者の配置等の

意思疎通を保障する施策を講じなければならない。  

 

 

※「情報アクセス環境の整備」を「情報

アクセシビリティの確保」に変更、「適

切な教材」を「アクセシブルな教材」

に変更した。 

 

 



を保障する施策を講じなければならない。 

 ②教育及び療育に従事する者が、障害者について十分な知

識を身につけることができるよう、当該従事者の養成課

程における教育及び研修を実施しなければならない。 

 ③教育及び療育に従事する者を使用する施設及び教育機関

の管理者は、療育及び教育に関する情報の提供を適切に

行い、障害者である児童、その保護者と教育及び療育に

従事する者との情報アクセス及びコミュニケーションを

保障する環境を整備する責務を有する。 

②国及び地方公共団体は、教育及び療育に従事する者が、障害

者について熟知できるよう、当該従事者の養成課程における

教育及び研修を実施しなければならない。  

③教育及び療育に従事する者を使用する施設及び教育機関の管

理者は、障害児及びその保護者に対し、療育及び教育に関す

る情報の提供を適切に行い、教育及び療育に従事する者との

意思疎通を保障する環境を整備しなければならない。 

 

※実施責任者が「国及び地方公共団体」

であることの主語を明記した。 

（３）職業及び労働 

 ①国及び地方公共団体は、障害者が職業選択に関する情報

を十分に取得し利用できるよう提供するとともに、職業

相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施において、

コミュニケーションの保障が行われるよう、必要な施策

を講じなければならない。 

 ②国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対し

て、情報アクセス及びコミュニケーションを保障する環

境の整備、コミュニケーション支援等従事者の雇用等、

そのために必要とする費用の助成その他必要な施策を講

じなければならない。 

 ③事業主は、障害者の雇用に対し、職場における情報の提

供、及びコミュニケーション保障を行うことにより、そ

の雇用の安定を図るよう努めるとともに、障害者が安心

して働けるよう情報アクセス及びコミュニケーションを

保障する職場環境の整備の義務を負う。 

（３）職業及び労働  

①国及び地方公共団体は、障害者が職業選択に関する情報を十

分に取得し利用できるよう提供するとともに、職業相談、職

業指導、職業訓練及び職業紹介の実施において、意思疎通の

保障が行われるよう、必要な施策を講じなければならない。  

②国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業者に対して、

情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する環境の整備、

意思疎通を支援する者の雇用等、そのために必要とする費用

の助成その他必要な施策を講じなければならない。  

③事業者は、障害者の雇用に対し、職場における情報の提供、

及び意思疎通の保障を行うことにより、その雇用の安定を図

るよう努めるとともに、障害者が安心して働けるよう情報ア

クセシビリティ及び意思疎通が保障される職場環境を整備し

なければならない。 

 

（４）施設 

 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通

施設（車両、船舶、航空機等の移動施設を含む）その他の

公的又は民間の屋内及び屋外の施設（宿泊施設、住居、医

療施設、職場等を含む）について、障害者に情報が適切か

つ確実に伝えられるようにするとともに、情報アクセス及

びコミュニケーションを保障する環境を整備するための施

策を講じなければならない。 

（４）施設の利用、移動 

①国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設

（車両、船舶、航空機等の移動施設を含む）その他の公的か

つ民間の屋内及び屋外の施設（宿泊施設、住居、医療施設、

職場等を含む）について、障害者に情報が適切かつ確実に伝

えられるようにするとともに、情報アクセシビリティ及び意

思疎通を保障する環境を整備するための施策を講じなければ

ならない。 

②国又は地方公共団体は、障害者の移動支援において、移動に

 

※（４）の表題を「施設」から「施設の 

利用、移動」と変え、移動に伴う情報 

アクセシビリティ及び意思疎通の保障 

に関することをここにまとめた。 

 

 



伴う情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障に必要な施策

を講じなければならない。 

（５）相談 

 ①国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関

係者に対する相談支援が適切に受けられるよう、情報ア

クセス及びコミュニケーションを保障する環境を整備す

るための施策を講じなければならない。 

 ②国及び地方公共団体は、障害者の特性等を理解するとと

もに情報アクセス及びコミュニケーションを保障するた

め、情報提供、相談支援が十分にできる専門員を雇用又

は養成し配置するなどの必要な施策を講じなければなら

ない。養成、配置に際しては可能な限り障害当事者をも

ってあてることに努めなければならない。 

（５）相談  

①国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者

に対する相談支援が適切に受けられるよう、情報アクセシビ

リティ及び意思疎通を保障する環境を整備するための施策を

講じなければならない。  

②国及び地方公共団体は、障害者の特性等を理解し、障害者が

自ら選択する言語、意思疎通により情報提供、相談支援が十

分にできる専門員を雇用又は養成し配置するなどの必要な施

策を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

※情報提供、相談支援については、「障害 

者が自ら選択する言語、意思疎通に」

よってしなければならないことを明記

した。 

（６）文化、スポーツ及びレクリエーション 

 ①国及び地方公共団体は、障害者が文化芸術活動に円滑に

参加し、スポーツ又はレクリエーションを行うことがで

きるようにするため、文化芸術、及びスポーツ等に関す

る情報の提供、並びに文化芸術活動及びスポーツ（通常

のスポーツ大会、障害者スポーツ大会等）に参加するた

めのコミュニケーションの保障に必要な施策を講じなけ

ればならない。 

 ②国及び地方公共団体は、障害者が、文化芸術、スポーツ

等を鑑賞するために使用する施設において情報アクセス

及びコミュニケーションを保障する環境を整備するため

の施策を講じなければならない。 

 ③国及び地方公共団体は、障害者の言語及びその他のコミ

ュニケーション手段の特性を生かした文化芸術活動の支

援に努め、その普及に必要な施策を講じなければならな

い。 

（６）文化、スポーツ及びレクリエーション  

①国及び地方公共団体は、障害者が文化芸術活動に円滑に参加

でき、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるよ

うにするため、文化芸術、及びスポーツ等に関する情報アク

セシビリティ、並びに文化芸術活動及びスポーツ（通常のス

ポーツ大会、障害者スポーツ大会等）に参加するための意思

疎通の保障に必要な施策を講じなければならない。  

②国及び地方公共団体は、障害者が、文化芸術、スポーツ等を

鑑賞するために使用する施設において情報アクセシビリティ

及び意思疎通を保障する環境を整備するための施策を講じな

ければならない。  

③国及び地方公共団体は、障害者が自ら選択する言語及び意思

疎通の特性を活かした文化芸術活動の支援に努め、その普及

に必要な施策を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「障害者の言語及びその他のコミュニ

ケーション手段の特性」は、「障害者が

自ら選択する」ものであることを明記、

及び「言語及び意思疎通」と語句の修

正をした。 

（７）有線及び無線による通信サービス 

  国及び地方公共団体は、障害者が利用しやすい電子計算

機及びその関連装置、電話、ファックス等の情報通信機器

の普及、電話リレーサービス及びインターネットプロトコ

ルに基づくリレーサービス等の提供及び環境整備並びに機

（７）情報通信アクセシビリティ  

   国及び地方公共団体は、障害者が利用しやすい電話、ファッ

クス等の情報通信機器及び電話リレーサービス等の情報通信シ

ステム（インターネットを含む）の利用、提供及び環境整備並

びに機器開発等に必要な施策を講じなければならない。  

※（７）の表題を、情報通信に関するア 

クセシビリティとした 



器開発等に必要な施策を講じなければならない。  

（８）有線及び無線による放送サービス 

 ①国及び地方公共団体は、障害者の情報アクセスを保障す

るため、字幕、手話、音声解説等を付加するなど電気通

信及び放送その他の情報の提供を行い、情報を取得し利

用するための環境整備並びに放送機器の開発に必要な施

策を講じなければならない。 

 ②国は障害者が主体となって行う放送サービス、もしくは

既存の放送を補完する放送サービス等に対し、そのため

に必要とする費用の助成その他必要な施策を講じなけれ

ばならない。 

（８）放送アクセシビリティ  

①国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティを保障するた

め、字幕、手話、音声解説等を付加するなど電気通信及び放

送その他の情報の提供を行い、情報を取得し利用するための

環境整備並びに放送機器の開発に必要な施策を講じなければ

ならない。  

②国は障害者が主体となって行う放送サービス、もしくは既存

の放送を補完する放送サービス等に対し、そのために必要と

する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。  

 

※（８）の表題を、放送に関するアクセ 

シビリティとした 

（９）映像及び活字による文化 

 国及び地方公共団体は、手話、字幕、音声解説、点字、

拡大文字等にて映像及び活字による文化を享受できるよ

う、障害者の情報アクセス及びコミュニケーションを保障

するために必要な施策を講じなければならない。 

（９）映像及び活字による文化  

   国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎通

を保障するため、手話、字幕、音声解説、点字、拡大文字等に

て映像及び活字による文化を享受できるよう必要な施策を講じ

なければならない。  

 

 

（10）情報アクセス・コミュニケーション支援機器の開発及

び整備 

 国及び地方公共団体は、情報アクセス、コミュニケーシ

ョン支援機器の開発・研究を援助するとともに機器等の国

際標準化を促進するよう、必要な施策を講じなければなら

ない。 

（１０）情報アクセス・意思疎通支援機器の開発及び整備  

   国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎通

支援機器の開発・研究を援助するとともに機器等の国際標準化

を促進するよう、必要な施策を講じなければならない。  

 

（11）防災及び防犯 

 国及び地方公共団体は、障害者が、あらゆる施設、住居

等において、災害時の緊急連絡を迅速かつ的確に受けられ、

かつ発信できるシステムを整備し、災害及び防犯に関する

情報の適切な提供を行うための必要な施策を講じなければ

ならない。 

（１１）防災及び防犯  

  国及び地方公共団体は、障害者が、あらゆる施設、住居等に

おいて、災害時の緊急連絡を迅速かつ的確に受けられ、かつ発

信できるシステムを整備し、災害及び防犯に関する情報の適切

な提供を行うための必要な施策を講じなければならない。  

 

（12）政治参加 

①国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところによ

り行われる選挙、国民審査又は投票において、被選挙権、

選挙権に関する情報のアクセス及び被選挙権、選挙権を行

（１２）政治参加  

①国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより

行われる選挙、国民審査又は投票において、被選挙権、選挙

権に関する情報のアクセス及び被選挙権、選挙権を行使する

 



使するためのコミュニケーションの保障に必要な施策を講

じなければならない。  

②国及び地方公共団体は、あらゆる議会等活動並びに政治活

動における情報アクセス及びコミュニケーションの保障に

努めなければならない。 

ための意思疎通の保障に必要な施策を講じなければならな

い。  

②国及び地方公共団体は、あらゆる議会等活動並びに政治活動

における情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障に努めなけ

ればならない。 

（13）司法参加 

 ①国又は地方公共団体は、障害者が、警察等での取り調べ

並びに民事裁判及び刑事裁判を受ける場合において、ま

た裁判員制度における裁判員に選任された場合におい

て、障害者がその権利を行使するため、コミュニケーシ

ョン支援等従事者を雇用する等の施策を講じなければな

らない。 

 ②国又は地方公共団体は、障害者が裁判員制度における裁

判員に選任された場合、また裁判を傍聴するときの情報

アクセス及びコミュニケーションを保障する環境を整備

するための施策を講じなければならない。 

 ③国又は地方公共団体は、障害者が、刑務所等での生活を

送る上での必要な情報アクセス及びコミュニケーション

が保障されるよう、コミュニケーション支援等従事者を

雇用する等の必要な施策を講じなければならない。 

 ④国又は地方公共団体は、司法に従事する者に、障害者に

ついて熟知できるよう、当該従事者の養成課程において

教育及び研修を実施しなければならない。 

（１３）司法参加  

 ①国又は地方公共団体は、障害者が、警察等での取り調べ並び

に刑務所等での生活を送る上での情報アクセスビリティ及び

意思疎通が保障されるよう、意思疎通を支援する者を雇用す

る等の必要な施策を講じなければならない。 

②裁判所は、障害者が民事裁判及び刑事裁判を受ける場合、障

害者が裁判を傍聴する場合、また裁判員制度において障害者

が裁判員に選任された場合、情報アクセスビリティ及び意思

疎通が保障されるよう、意思疎通を支援する者を雇用する等

の必要な施策を講じなければならない。 

③国又は地方公共団体は、司法に従事する者に、障害者につい

て熟知できるよう、当該従事者の養成課程において教育及び

研修を実施しなければならない。 

 

 

※司法は、行政とは別に位置づけられて

いる。警察・刑務所の処遇は行政（警

察庁・法務省）、裁判は裁判所での管轄

になっている。そのため、主語を「国

及び地方公共団体」と「裁判所」で分

け整理した。 

 

 

（14）その他 

 ①国又は地方公共団体は、障害者の移動支援において、移

動に伴う情報アクセス及びコミュニケーションの保障に

必要な施策を講じなければならない。 

 ②事業者は、社会のあらゆる分野において、障害者の情報

アクセス及びコミュニケーションを保障し、障害のない

人と同等の利便を図らなければならない 

 

 

 

※①は、７の（４）施設の利用、移動に 

入れ、②は、５「国民の責務」に入 

れた。これにより「（14）その他」の項 

目を削除した。 

８．コミュニケーション支援等従事者の養成 

 国及び地方公共団体は、コミュニケーション支援等従事者

の養成と認定、研修を行う。 

８．意思疎通を支援する者の養成  

   国及び地方公共団体は、意思疎通を支援する者の養成と認定、

研修を行わなければならない。  

 

９．コミュニケーション支援等従事者の雇用 ９．意思疎通を支援する者の雇用  



（１）国及び地方公共団体は、コミュニケーション支援等従

事者を雇用しなければならない。 

（２）コミュニケーション支援等事業を担う事業者に関して

必要な事項については政令で定める。 

（３）事業者は、障害者基本法の精神に基づき、障害者の求

めがあればコミュニケーション支援等従事者を配置しなけ

ればならない。配置に際しては、国又は地方公共団体の有

効かつ適切な支援を受けることができる。 

（１）国及び地方公共団体は、意思疎通を支援する者を雇用しな

ければならない。  

（２）国と地方公共団体は、意思疎通を支援する者の雇用、派遣

を行う事業を義務的経費として全国一律の基準により行わな

ければならない。 

②意思疎通を支援する者を雇用、派遣する事業を担う事業者に

関して必要な事項については政令で定める。  

（３）事業者は、障害者基本法の精神に基づき、障害者の求めが

あれば意思疎通を支援する者を雇用しなければならない。そ

の負担が過重なため困難な場合は、国及び地方公共団体が、

事業者に対して意思疎通を支援する者の雇用のための助成措

置を行う。  

※意思疎通支援事業は、現在、障害者総 

合支援法における地域生活支援事業の 

一つとして統合補助金によって実施さ 

れており地域間差違が生じている。給 

付事業は義務的経費になるが、自己負 

担が生じる。意思疎通支援事業は自己 

負担は相容れないため、地域生活支援 

事業から切り離し、かつ給付事業には 

入れない、新しい事業体系として構築 

するものとする。 

10．情報アクセス及びコミュニケーションが保障されない場

合の救済 

（１）国及び地方公共団体は、情報アクセス及びコミュニケ

ーションが保障されないことによる差別を是正するため、

救済機関を設置する等の必要な施策を講じなければならな

い。 

（２）障害者は、情報アクセス及びコミュニケーションが保

障されなかった場合の損害及び名誉を回復される権利を有

する。 

10．情報アクセス及び意思疎通が保障されない場合の救済  

（１）国及び地方公共団体は、情報アクセス及び意思疎通が保障

されないことによる差別を是正するため、救済機関を設置す

る等の必要な施策を講じなければならない。 

（２）障害者は、情報へのアクセス及び意思疎通が保障されなか

った場合の損害及び名誉を回復される権利を有する。  

 

 


